
 

 

                                       

          蒲郡国際交流協会会則 

       

          GAMAGORI INTERNATIONAL ASSOCIATION（GIA)       

 

（名 称）                               

第１条 この会は、蒲郡国際交流協会（以下「協会」という。）と称する。    

 

（事務所）                               

第２条 協会の事務所は、蒲郡市役所（協働まちづくり課）内に置く。 

 

（目 的）                               

 第３条 協会は、多文化共生社会において様々な国籍の市民が、お互いの文化を尊重し、地

域の一員として支え合い、ともに豊かな地域生活を送ることができるよう時代に則した活

動を行う。また、国内外の外国人との交流を通して親善を深め、蒲郡市の国際化を推進す

ることを目的とする。                              

           

（事 業）                               

 第４条 協会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。 

(1) 多文化共生の地域づくり推進  

(2) 外国文化の理解、国際的な市民意識の高揚 

  (3) 国際文化・スポーツイベントの実施                    

(4) ホームステイ・ホームビジットの推進 

(5) 国際交流ボランティア活動の推進 

(6) 地域の国際交流団体の活動支援 

(7) 世界平和・地球環境保護等グローバルな問題の意識啓発 

(8) 海外との経済交流の促進 

(9) その他協会の目的達成に必要な事業 

                                       

（会 員）                               

 第５条 会員は、第３条の目的に賛同する団体及び個人とする。 

 ２ 会員の資格の取得は、入会手続きが完了したときとする。           

 ３ 会員の資格の喪失は、会員から退会の申し出のあったとき、第１項の団体及び個人が解散

または死亡したとき並びに会員が会費を納入しなかったときとする。 



 

 

 

（役 員）                               

第６条 協会に次の役員を置く。 

  (1) 会長                 １人 

  (2) 副会長（内１名を会長代行とする。）  ２人以上３人以下 

   (3) 理事（会長及び副会長を含む。）    １５人以上４０人以下 

   (4) 監事                 ２人 

 ２ 役員は、総会において選任する。 

 ３ 役員の任期は、２年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 ４ 役員は、再任されることができる。                     

 ５ 役員は、その任期満了後においても後任の役員が就任するまでの間なおその職務を行

う。 

 ６ 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。 

                                       

（役員の職務）                             

 第７条 会長は、協会を代表し、会務を総理する。 

 ２ 副会長は、会長を補佐する。会長が不在、もしくは事故があるときは、会長代行がその

職務を行う。 

 ３ 理事は、第14条に基づく事項を協議、執行する。 

 ４ 監事は、協会の会計の状況を監査する。 

                                       

（名誉会長及び名誉副会長）                       

 第８条 協会に名誉会長及び名誉副会長を置く。                

 ２ 名誉会長は、蒲郡市長をもって充てる。 

 ３ 名誉副会長は、蒲郡市議会議長及び蒲郡商工会議所会頭をもって充てる。   

                                       

（顧 問）                               

 第９条 協会に顧問を置くことができる。 

 ２ 顧問は、会長が委嘱し、理事会に出席して意見を述べることができる。 

                                       

 （部 会） 

第10条 本会の事業を円滑に推進するため、協会に次の部会を置く。 

(1) 多文化共生部会 

(2) 広報・渉外部会 

(3) 友好親善部会 



 

 

(4) 観光・経済交流部会 

 ２ 部会の長は、会員の中から会長が選任する。 

 ３ 部会の長は、部会の執行の責任者とする。 

 

 （事務局） 

 第11条 協会の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び事務局次長並びにその

他の職員を置く。 

 ２ 事務局長は、会員の中から会長が選任する。 

 ３ 事務局長は、会長の指示の下、各部会の執行を総理する。 

 ４ 事務局次長は、協働まちづくり課長をもって充てる。 

 ５ 事務局次長は、会長の指示の範囲内で事務局長の職務を代理する。 

 

（会 議）                                 

 第12条 会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。 

 ２ 総会は会員をもって構成し、理事会は理事をもって構成する。 

 ３ 通常総会は、毎年１回開催し、臨時総会は、会長が必要と認めたとき開催する。 

 ４ 総会及び理事会は、会長が招集する。                   

  

（総 会）                               

 第13条 総会は、次の各号に掲げる事項を審議する。 

  (1) 会則の変更に関すること。 

  (2) 予算の議決及び決算の認定に関すること。 

  (3) 事業計画の決定及び事業報告の承認に関すること。 

  (4) その他会長が必要と認める事項に関すること。 

 ２ 総会の議決を要するものであっても、緊急を要する場合その他やむを得ない理由により

総会に付議することができないときは、理事会の議決をもって総会の議決とみなすことが

できる。 

 ３ 会長は、前項の規定により議決した事項については、次期総会において報告しなければ

ならない。 

                                       

（理事会）  

 第14条 理事会は、次の各号に掲げる事項を行う。 

  (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。 

  (2) 総会に付議すべき議案に関すること。 

  (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関すること。 



 

（理事会の定足数）                           

 第15条 理事会は、理事の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。 

                                       

（議 長）  

 第16条 総会及び理事会の議長は、会長がこれにあたる。 

                                        

（議 決）                               

 第17条 総会及び理事会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決する

ところによる。                            

 ２ 前項の場合において、議長は、会員または理事として、議決に加わる権利を有しない。 

 

（経 費）                               

 第18条 協会の活動に要する経費は、会員の会費、負担金、補助金、寄附金及びその他の

収入をもって充てる。 

 

（経費の執行管理）                           

 第19条 経費の執行管理は、会長が行う。 

 

（会 費）                                

 第20条 会員は、会費として、団体にあっては年額10,000円を、個人にあっては年額 

2,000円を納付するものとする。 

 ２ 前項の年額の計算期間は、次条に定める会計年度の区分によるものとし、当該会計年度

の中途において会員資格の取得があった場合においても、年額を納付するものとする。 

 

（会計年度）                              

 第21条 協会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日をもって終わる。 

 

（委 任）                               

 第22条 この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。 

                                       

 

 

附   則                              

   （施行期日）  

 １ この会則は、平成４年２月２６日から施行する。



 

 

                                         

（役員の特例）                             

 ２ 本会の設立当初の役員は、第６条第２項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりと

する。 

                                       

   （会計年度の特例）                           

 ３ 本会の設立当初の会計年度については、第21条の規定にかかわらず、設立の日から 

平成５年３月３１日までとする。 

 

   附 則 

   （施行期日） 

   この会則は、平成１２年８月３日から施行する。 

 

附 則 

   （施行期日） 

   この会則は、平成１８年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

   （施行期日） 

   この会則は、平成１９年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

   （施行期日） 

   この会則は、平成２４年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

   （施行期日） 

   この会則は、平成２８年４月１日から適用する。 

 

附 則 

   （施行期日） 

   この会則は、令和２年４月１日から適用する。 

 


